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第１次受付

第２次受付

第１次受付

代議員としてふさ
わしいと思う会員
はいない

終了

会員から推挙の連絡を受け
て内諾する

立候補届を作成し
選管に提出する

立候補する
推挙されたなら

立候補してもいい

代議員としてふさ
わしいと思う会員
を推挙したい

推挙したい会員に
連絡し、推挙の内
諾を得る選挙管理委員会からの要請

打診を受け、立候補を承諾
する（第２次受付）

立候補届を作成し
選管に提出する

無投票当選決選投票へ

●当該選挙区ごとに投票を行
う。
●投票は電子投票とするが、
書面による投票も受け付け
る。
●選管はそのことを会員へ会
報やホームページを通じて告
知する。

●推挙届で最も数多く推挙さ
れた候補者から順番に選管が
候補者へ第２次受付での立候
補を要請（打診）する。
●候補者の同意を得て、定数
に合致させるまで行う。
●上記候補者は第２次立候補
受付期間に立候補する。
●立候補者は、無投票当選と
する。

通信・ホームページで選挙実施に関する公報を行う

無投票当選

立候補者数が定数と
同数だった場合

② 定数＞立候補者数

立候補者数が定数よりも
少なかった場合

●当該選挙区の立候補者全員
は、無投票当選とする。

２．選挙管理委員会

③ 定数＝立候補者数① 定数＜立候補者数

立候補者数が定数よりも
多かった場合

終了

推挙届を作成し
選管に提出する

立候補はしない

【注】選挙区で立
候補者数が定員に
満たない場合、被
推挙者は、立候補
していただく可能
性があります！

１．代議員選挙への立候補および候補者の推挙

ケース１ ケース２ ケース３


